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第５回 SPP会合の背景及びアジェンダ 

 

SPP とは？ 

最近の無計画な開発と急速な都市成長は、多くの国で大きな問題となっており、国土・地域計画の必要

性が浮き彫りになっています。国土・地域計画策定・推進支援プラットフォーム（SPP）は、2018 年に日本

政府と国連ハビタットによって設立され、さまざまな関係者が改善された国土・地域計画の策定と実施に

関する経験と知識を共有できるようになりました。このプラットフォームは、関係者のネットワークを形成

し、より効果的な国土・地域計画の策定と実施をサポートすることも目的としています。SPPは、ニューア

ーバンアジェンダ（以下、NUA）全般および都市・地域計画のための国際ガイドラインの実施のための中心

的な役割を担う国連ハビタットのグローバルな関与を補完し、経験や知識の共有に貢献するものです。 

 

背景と目的 

SPPは、国際的な協調による国土計画の推進を通して、NUAの基本原則を実現するための仕組みで

す。2018 年に複数の政府、地域、関係機関の参加を得て第１回会合が開催され、その後毎年開催され

ています。 

各国政府は、経済の変動、自然災害の増加、気候変動などにより、国や地域の計画政策や手段を検

討する上で、課題に直面しています。今回の第 5回会合では、これらの課題に対して、ステークホルダー

がどのように適切な対応を検討、開発し、展開しているかを学びます。 

 

アジェンダ 

 １日目：2023年２月２日（木）  

開会にあたって 

テクニカルセッション 1:  異なる統治構造における国土・都市システム強化のための国土・地域計画の経験 

ファシリテーター 

九州産業大学 国際交流センター 特任教授 深澤 良信 

スピーカー 

ネパール政府 国土管理・組合・貧困削減省 調査局長 Janak Raj Joshi氏 

カンボジア政府 国土管理・都市計画・建設省 副局長 Angkeara Prak氏 

ブータン政府 インフラ・運輸省 人間居住局 副主任都市プランナー Kinzang Deki氏 

モザンビーク政府 国土地域開発局 地域開発部 ﾃｸﾆｶﾙﾃﾞｨﾚｸﾀｰ Neivaldo Nhatugueja氏 
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テクニカルセッション 2:  気候変動適応のための国土・地域計画とテリトリアルアプローチ 

ファシリテーター 

国連ハビタット アジア太平洋地域事務所（福岡本部）本部長代理ブルーノ・デルコン 

スピーカー 

バングラデシュ政府 住宅・公共事業省 都市開発局長 Khurshid Zabin Hossain Taufique 博士 

フィリピン政府 国家経済開発庁 ディレクター Remedios S. Endencia氏 

マレーシア政府 開発・地方政府省 ｱｰﾊﾞﾅｲｽ･ﾏﾚｰｼｱﾁｰﾌｴｸﾞｾﾞｸﾃｨﾌﾞ Norliza Hashim氏 

ウガンダ政府 国土・住宅・都市開発省 都市計画・開発局長 Vincent Byendaimira氏 

 

NUA実施状況報告 

ネパール工科大学 Bijay Singh博士 

NUA（ニューアーバンアジェンダ） 進捗状況報告書作成チームメンバー 

 

 

 ２日目：2023年２月３日（金）  

1日目の総括とアジェンダ設定 

ブレーンストーミングスタジオ 

ファシリテーター 

ネパール地域・都市計画家協会（RUPSON）会長 Mahendra Subba博士 

事例発表 

ファシリテーター 

国連ハビタットネパール プログラム・マネージャー Pragya Pradhan氏 

パネル 1：都市・地域計画への新しいアプローチ 

スピーカー 

中国・南京大学 王紅揚 教授 

国連ハビタット プログラムマネジメントオフィサー Pinar Caglin氏 
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パネル 2：気候変動にレジリエントな国土・地域計画 

スピーカー 

インド・CEPT大学 Saswata Bandyopadhyay教授 

インドネシア・都市・地域プランナー協会 会長 Hendricus Andy Simarmata 氏 

パネル 3：国土・地域計画の統合のためのガバナンス改革 

スピーカー 

スリランカ・モラトゥワ大学 都市・国土計画学科長 Jagath Munasinghe教授 

国連ハビタット・ベトナム 都市開発専門家 Pham Thai Son氏 

クロージングセッション 
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第５回国土・地域計画プラットフォーム（SPP）会合開催にあたって 

 

日本政府国土交通省より 

 国土交通省 国土政策局長 木村 実 

 

 

SPP は国土計画、地域計画の策定や推進を支援するため、国連ハビタットと日本の国土交通省が共

同で設立した国際的なプラットフォームです。2018年の設立以来毎年会議を開催しており、昨年と一昨年

は新型コロナウィルスの感染拡大防止のため、オンライン会議といたしましたけれども、今年はネパール

政府のご協力のもと 3年ぶりに、対面での開催が叶いました。 

日本では 1962年より法制度に基づき、これまで 7回国土計画を策定してまいりました。国土計画はイ

ンフラ整備や土地利用を内容とする空間計画であり、将来を見据え総合的かつ長期的な国土づくりの方

向性を示すものです。我が国では 2008年をピークに人口が減少し、2021年は年間 64万人も減少するな

ど人口減少が加速化している他、気候変動の影響による自然災害の激甚化・頻発化、カーボンニュートラ

ルを実現するための再生可能エネルギーの導入、持続可能な産業への構造転換、緊迫化する国際情勢

に伴うエネルギーと食糧の海外依存リスクなど、多くの課題を抱え、時代の重大な岐路に立っており、新

たな国土計画を本年夏に策定すべく検討を進めております。 

本日ご参加の各国におかれましても、国土計画・地域計画の策定や、各計画に掲げられた政策の実施

において日々様々な課題に対応されていると存じます。今回の SPP会合には各国の政府や大学、国連

ハビタット等から素晴らしいパネリストの皆様をお招きし、国土計画や地域計画の実効性、及び気候変動

への対応方策等についてセッションを行う予定です。２日間の会議を通じて各国の国土計画・地域計画の

現状や課題、対応策にかかる知見や経験を共有し、有意義で活発な議論がなされることを期待しておりま

す。 

日本においても引き続き国土計画・地域計画の策定支援について、皆様との協力関係を深めると共

に、各国の実質的な発展に貢献してまいります。 
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国際連合人間居住計画（ハビタット）より 

 国連ハビタット アジア太平洋地域事務所（福岡本部）本部長代理ブルーノ・デルコン 

 

 

国土・地域計画は、持続可能な開発の基本的な要素であり、SDGsを達成するための重要なツールで

す。国土・地域計画の実現にあたっては、空間的なビジョン、戦略、計画、政策の策定を含めて、そのすべ

てに強力な制度的なメカニズムや規制の手続きが必要です。過去 15年間、この分野では世界的に多くの

ことが達成され、2014年には「都市と国土計画に係る国際ガイドライン（IG-UTP）」が承認されました。  

知識の共有をさらに進めるため、日本政府は国連ハビタットともに SPPを立ち上げました。このプラット

フォームをきっかけに、グローバル公共空間プログラム、グローバル未来都市プログラム、MetroHUBな

どのイニシアチブが開始されました。その結果、韓国を好事例として、アジア太平洋地域の多数の国々で

国家都市政策の実施に成功しています。さらに、2019年、国連ハビタットは ESCAP とともに、NUA以降

初となる「アジア太平洋都市の未来」報告書が発表され、その中に初めて国土・地域計画に関する章が設

けられました。今年はこの報告書の更新版が発行される予定ですが、今回の会合では、この報告書の内

容も踏まえて地域の進捗状況を把握し、６月の国連ハビタット総会や 10月のアジア太平洋都市フォーラ

ムに向けた提言をまとめる絶好の機会となっています。  

国土・地域計画は、都市の拡大を管理し、都市や地域をより生産的で柔軟性を持ち、かつ公平なものに

するために不可欠なツールです。これを実現するためには、SDGsや気候変動目標との明確な整合性を

持った国家計画制度が整備されなければなりません。これには、自治体から州までのあらゆるレベルにお

ける計画策定能力の向上と、行政やステークホルダー間の強力な連携が必要です。さらに、質の高い計

画の実施を保証するために、インセンティブとペナルティを導入する必要があります。  

プランナーの皆様は、このプロセスにおいて、意思決定を支援し、あらゆるレベルのガバナンスで計画

を調整することで、重要な役割を担っています。私たちは将来を見据え、この会合での取り組みが、アジア

太平洋地域とさらに広範において持続可能で強靭な都市と人間居住を実現する一助となることを期待し

ます。 
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ネパール政府より 

ネパール政府都市開発省 ビクラム・パンディ大臣 

 

 

海面上昇や気温上昇などの自然災害がますます頻発し、深刻化していることから、都市やコミュニティ

では大きな問題が生じています。国土・地域計画のコンセプトは、開発の物理的、社会的、環境的側面を

調整することができると考えられています。国土・地域計画の目的は、政府のあらゆるレベルで統合され

た持続可能な開発を確保することであり、また民生部門からの温室効果ガス排出量削減に取り組むこと

でもあります。 

この会合は、政策立案者、都市プランナー、学識経験者などが、より効果的かつ科学的に都市整備に

関する事業を計画・実施するための絶好の機会となることでしょう。また、本邦では気候変動の影響に対

応するため、計画能力の向上に重点を置いた「国家適応計画」を作成しましたが、この会合が、地域にお

けるベストプラクティスと課題を明らかにし、統合的で気候変動に強い都市を構築する一助となることが期

待されます。 

ネパールでは、1960年代の 5 カ年中間計画から地域計画が始まり、政治的にも行政的にも地域のコン

セプトから開発のコンセプトに変化してきました。これは国土・地域計画モデルの有力な例として考えられ

ます。インフラ整備や政府部門の新しいプロジェクトなど、ネパール全土の議題を網羅するこのイベントを

開催し、都市が直面する重要な問題について有意義な対話ができることは大変心強いことです。 

私たちは、各国の専門家と協力し、持続可能な都市化の知識と情報交換をこの会合で行い、新しい協

力関係やパートナーシップの可能性を議論し、気候変動を含む私たちが直面する複雑な課題に対する革

新的な解決策を開発しなければならないのです。この議論から得られる学習や知識は、都市開発政策や

法律の作成、気候変動への適応、適切な計画の作成に役立つと確信しています。 

ネパール政府は、公平な都市開発の促進を目的とするこの会合が、互いに学び合い、統合された持続

可能で気候変動に強い都市の未来を築く機会となることを確信しています。気候変動への適応と都市開

発のための国土・地域計画に関する第５回 SPP会合を開催する機会を与えてくださった、日本政府国土

交通省、国連ハビタットのアジア太平洋地域事務所に感謝いたします。本イベントが成功し、今後も有益

なものとなることを祈念いたします。 
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経済協力開発機構(OECD) より 

経済協力開発機構(OECD) 持続可能な都市開発ユニット長 松本 忠 

 

 

昨年６月、OECDは、第 11回世界都市フォーラムにおいて、都市政策に関する OECD原則の実施ツー

ルキットを発表しました。このツールキットは、自己評価フレームワークと政策データベースの 2つの特別

なツールを通じて、OECD都市政策の原則の実施を支援するものであります。また、９月にドイツのポツダ

ムで開催された、持続可能な都市開発に関する初の G7閣僚会議にも貢献しました。特に、コミュニケの

中で、OECD都市政策の原則が世界的な指導的枠組みとして明示的に言及されたことは大変喜ばしいこ

とでした。また、昨年 11月、OECDは「地域・自治体ガバナンスの強化によるウクライナの再建」という報

告書を発表し、OECD Champion Mayors for Inclusive Growth Initiative を通じて、ウクライナの市長を支援

し、我々の援助を提供しています。  

気候変動に目を向けると、OECDは都市や国のゼロカーボンへの移行を推進し、レジリエンスを構築す

るための支援を行っています。都市の気候変動対策は、政府の各レベルで共有される責任です。私たち

の調査によると、OECD地域と都市は、気候変動対策に寄与する公共支出や公共投資の 60％以上を担

っていることが明らかになっています。同時に、我々の調査では、現在の都市の温室効果ガス排出量の

90％は、既存の技術で 2050年までに削減できることが示されています。しかしながら、対策の実行には、

都市、地域、国家政府間での調整が必要不可欠です。気候変動対策には、特定の地域や地方の状況を

考慮した場所（プレイス）ベースのアプローチが必要です。気候変動が与えうる影響のレベルやトレンド

は、同じ国であっても地域によって多様であります。地域の多様性の例として、都市のヒートアイランドが

挙げられます。OECDでは、この場所ベースのアプローチを用いる都市の、政策対応に対するポテンシャ

ルを広めようとしています。国家レベルの都市政策においても、都市の視点からゼロカーボンの移行と気

候変動への対応を推進することが重要だと考えています。  

今回は、現在進行中の２つの取り組みをご紹介し、皆様の積極的なご参加をお願いしたいと思います。

まず、「Global State of National Urban Policy 3.0」です。この活動は、国連ハビタットとシティーズ・アライア

ンスの協力のもと、特に、現代における特徴的なグローバルな２つ課題、すなわち住宅と都市のレジリエ

ンスに焦点を当てるものです。次に、OECDの「気候対策とレジリエンスへの地域的アプローチプログラム

（TACAR）」への参加を呼びかけたいと思います。これは、多様なレベルの気候変動対策に焦点を当て、

各国政府が気候変動対策を加速させるために、地方自治体が環境を整え、必要な支援を提供するため

のものです。  
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テクニカルセッション１： 異なる統治構造における国土・都市システム強化のため

の計画 

 

テクニカルセッション 1では、ネパール、カンボジア、ブータン、モザンビークの政府専門家が、それぞれ

の国における国土計画や地域計画の経験について発表しました。このセッションでは、異なる統治構造に

おいて、いかにして国土の土地・都市システムを強化するかに焦点が当てられました。各国の経験を共有

する前に、いくつかのキー・クエスチョンが提示されました。 

 

キー・クエスチョン 

– 国土・地域計画は、通常、国や地域レベルで構想・開発されますが、実際の実現や実施は地方レベ

ルにおけるもので、地方自治体が主体となります。このような国土・地域計画の策定と実施におい

て、異なる階層の政府間の垂直統合をどのように確保することができるでしょうか？ 

– 国土・地域計画は一般的に政府の省庁によって作成されますが、国土・地域計画の実施には複数の

実施主体や部門が集まり、それぞれの優先順位、計画、投資を調整する必要があります。国土・地域

計画を効果的に実施するために、複数のセクター間の水平的な調整と協調をどのように確保すること

ができるでしょうか？ 

– 開発を成功させるためには、異なるパーツを統合されたシステムにまで組織化する必要があります。

国土・都市システムの強化は、実際には難しいだけでなく、理論的にも極めて困難な命題でありま

す。なぜ、現実には完全な統合意識システムはほとんど構築されず、常に部分的なものが優先され

るのでしょうか？システム全体の協調のためにどのような知恵があるのでしょうか？ 

 

 

1. ネパールにおける土地利用政策の策定と実施：機会と課題 

ネパールの土地利用計画と政策策定は、限られた土地空間において、増え続ける空間需要に対応す

ることが大きな課題となっています。空間需要の増加は特に、都市や都市部における物理的なインフラ建

設と、移住・定住による人口の増加によるものです。生物多様性や自然景観を維持するためことにおいて

も、人間のニーズや考え方を考慮することが不可欠であり、その過程で土地利用の矛盾が生じ、リスクが

増大しています。ネパールではこのような考えのもと土地利用計画が策定されています。 

土地は６つの基準に沿って分類され、それに基づいて土地利用計画が作成されます。土地利用計画に

は５つの目標が設定されている他、地元の利害関係者との協議、市民からの意見聴取、地方からのアド

バイス取得など、様々なプロセスを経て策定され、さらに、連邦、州、地方の各レベルの土地利用審議会

制度が確立されています。計画の実施と指導にあたっては、技術的・行政的な文書も作成されています。 
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土地利用のデジタルデータベースも作成され、マッピングサービスや作成・利用の統一性を図るための

ガイドラインも作成されました。土地の価値を評価し、課税することを目的に、地方の土地利用審議会と土

地利用実施委員会も設立されました。また、州間の紛争解決プロセスも確立されてきました。地方レベル

では、能力開発プログラムが実施され、66の土地分類の見直しが行われました。さらに、さまざまな利害

関係者を巻き込み、各省庁や国家政府に提言を行うための協議プロセスも設けられています。 

 
 

ネパールでは、土地利用政策を改善することを通じし、最適かつ持続可能な土地利用を確保するため

の取り組みが行われています。地方レベルでは技術やデータのサポートが行われ、能力開発プログラム

も確立されており、州間の紛争解決にも取り組んだり、利害関係者が政策立案に関与していたりします。 
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2. カンボジアの国土・地域計画 

カンボジアでは、都市計画には国家レベルとサブ国家レベルの 2つのレベルに分かれています。国家

レベルでは、国土管理・都市計画委員会が 20年ごとに国家都市計画ビジョンを設定し、首都マスタープラ

ンや州マスタープランを 10年ごとに更新しています。サブ国家レベルでは、15年ビジョンが設定され、5

年ごとに更新されています。最も基盤となるコミュニティ計画レベルにおいても、15年ビジョンが設定され、

５年ごとに更新されています。カンボジア政府は、2011年に「国家住宅政策」、2014年に「国家土地管理

及び都市計画法」など、都市計画に関する政策や法律を制定しています。 

この５年間、アジア開発銀行や日本政府などの支援により、国土・地域計画で定められたベトナムとラ

オスを結ぶ「開発極」「開発軸」の整備が大きく進んでいます。さらに、タイからベトナム、ラオスから沿岸部

への国際回廊のほか、徒歩や自転車用の道路やルートも整備されました。都市部は７つのゾーンに分け

られ、交通機関や公共交通機関で結ばれてきました。 

 

 

 

カンボジアの都市計画をさらに発展させるためには、新たな法律の制定と国家都市計画の策定が必要

です。さらに、建設規制の実施を強化し、効果的な実施を確保するために外部パートナーの支援も必要で

す。これらの政策を成功裏に実施するために、研修や制度的支援など、キャパシティ・ビルディングを行う

必要があると感じています。  
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3. ブータンにおけるランド・プーリング・ツールを用いた国土・地域計画 

ブータンは、インドと中国の間に位置し、ネパールの隣にある内陸国です。総面積は約 38,000km、人口

は約 76万人で、都市部の人口は 50%未満です。ブータンの都市化は、1961年の第１次５カ年計画の開

始とともに始まりました。1984年に国連ハビタットの支援を受けて包括的なマスタープランが作成され、

「ティンプー構造計画」がその最初のものとして作られました。2001年に包括的国家開発計画（CNDP）が

開始され、2016年に特別計画法案を起草し、2018年に日本政府の支援で CNDPが策定され、現在は地

域センター構造（Regional Center Structure）計画の見直しが行われています。  

ブータンには国レベルでは CNDPがあり、地域レベルでは２つ以上の県が計画策定の対象になってい

ます。地方レベルの計画においては、構造計画や地方計画などが含まれます。法的枠組みとしては、国

家人間居住政策、人間居住戦略、特別計画法案、ガイドラインなどが策定されてきています。 

ブータンでは現在、公共施設用地として、土地買収、土地プーリング、土地開発誘導の３つの手段が用

いられています。土地取得は 1990年代から行われてきましたが、普及せず、代わりに土地プーリング制

度が採用されました。土地プーリングは地域ベースの手法で、シンプルでわかりやすく、実施しやすいこと

から普及につながりました。 

土地プーリングの枠組みとしては、権限を与える地方自治法や、2018年に見直された 2009年の「土地

プーリング規則」、2019年の「土地プーリング・ガイドライン」などがあります。土地プーリングは、一部を除

くブータンのほぼすべての町で採用されています。  
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一例として、インド側のマナス国立公園・保護区に近い南麓のパンバンでは、地域計画が作成されまし

たが、この地域には新しい高速道路が開発されたのですが、不規則な開発を避けるため、土地プーリング

は平均 26.8%で計算されました。地域内の商業用途だとプーリング率が 29％、低密度の土地はより比率

が低いなど、異なる土地利用では異なるプーリング率が適用されました。  

ブータンにおける土地プーリングと都市計画の課題には、特に地方レベルでの能力不足、プロジェクト

実施のための資金不足、現在の土地プーリングの方法では公平性の問題が考慮されていないことなどが

あります。また、自己資金調達の仕組みの検討、土地プーリングにおける公平性を高めるための価値ベ

ースの手法、国際的なパートナーとの連携による現地の能力向上、土地プーリングの拠出上限額の見直

し、ブータンの土地プーリングの実践に関する研究の実施といった検討の余地も残されています。 
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4. モザンビークの気候変動の影響と国土・地域計画 

モザンビークはアフリカ南部の東海岸に位置し、約 2,700万人の人口を擁しています。熱帯収束帯に位

置するため、特に気候変動の影響を受けやすい国土です。気候変動は、干ばつ、洪水、熱帯低気圧など

を通じて、地域に様々な影響を及ぼしています。  

モザンビークにおける国土・地域計画は、伝統的に都市や町の計画策定に限定されてきました。しか

し、2007年に制定された国土計画政策では、より大きな次元の活動が盛り込まれました。この政策は、

国、州、市と郡の４つのレベルで構成されています。国土開発計画と国家開発計画は、モザンビークにお

ける国土・地域計画の２つの最も基本的な制度になっています。  

 

 
 

モザンビーク共和国憲法は、環境の持続可能な管理に対する権利を認めています。そのため、国土・

地域計画制度の法的枠組みには、国土・地域計画の規制、国勢調査、地方行政組織の規範の他、土地、

森林、環境に関する枠組みが含まれています。 

現在、1,550種類の計画が策定され、そのうち法律として公表・承認されたのは 10％未満です。新しい

住宅地の占拠や特別な計画の発表など、国土・地域計画手段の実施は、技術的な能力や設備の不足、

職員の訓練不足によって妨げられていると考えられます。  

気候変動リスクに適応するための戦略としても、前述の国土開発計画（NTDP）と国家開発計画（PNDT）

が基本になっています。NTDPは、リスクアセスメントに基づく生態学的な方針を持っており、近隣地域の

再編成とリスク地域に住む人々の削減を含んだものとなっています。PNDTは、特別な計画手段の精緻

化や、介入の順序や優先順位の指針となる一連の原則を確立するための方針を提供しようとしているも

のです。 
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モザンビークで国土・地域計画を成功させるための課題として、技術力や設備の増強、人材育成の強

化、気候変動のマイナス影響を緩和するための地域適応計画の策定などが挙げられます。とはいえ、自

治体向けマニュアル、近隣地域の再編成、リスク地域に住む人々の移住など、大きな成果も見られます。 

 

 

Q&A 

土地の分類のような取り組みは、能力ある人材がいなければできないことです。例えばネパールでは、

熟練した人材が不足しているため、多くの地方政府が地域計画を実施する上で混乱に直面していま

す。どうすればこの状況を解決できるのでしょうか？ 

 

Janak Raj Joshi氏（ネパール政府） 

国土・地域計画の基本的な枠組みや、分類のベースレイヤーの開発など、地方レベルの能力向上に

取り組んでいます。現在、各地方レベルの政府は、地理情報技術（GIS）や地質工学関連の人材に精通

した専門家を募集しています。これら人材の活用は一般的になりつつありますが、地方レベルでは、土

地行政、ランドバンキング、その他全ての土地改革関連業務にこのような人材を採用することを検討す

べきであるのは確かです。 
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テクニカルセッション２: 気候変動適応のための国土・地域計画とテリトリアルアプ

ローチ 

 

テクニカルセッション２では、バングラデシュ、フィリピン、マレーシア、ウガンダの政府専門家が、気候変

動適応のための国土・地域計画や地域的アプローチについて紹介しました。このセッションでは、気候変

動に効果的に対応するために、緩和策と適応策を実施するための枠組みと、テリトリアル（地域的な）アプ

ローチの重要性を探りました。また、気候変動の影響、リスクの特定、適応策を地域ごとに支援するため

に、地域固有の特性、人為的な構造・プロセス、場所に基づいた政策・計画について議論されました。各

国の経験を共有する前に、いくつかの重要な質問が提示されました。 

 

キー・クエスチョン 

– 緩和策と適応策を実施するための協調的なテリトリアルアプローチの重要性とは何ですか？ 

– 適応策を効果的に計画するために、ベストプラクティスや得られた教訓、革新的で効果的なツールや

メカニズムをどのように活用すればよいでしょうか？ 

– 気候変動の影響と適応の関係性の表れ、効果的な実施のための戦略とは何でしょうか？ 

– 計画側の限られたリソースの中において、実施上の課題は何でしょうか？ 

– 都市のヒートアイランドや都市型洪水の対策として、どのような戦略がとられているのでしょうか？ 

– 都市デザインを通じて、地方自治体は気候変動にどのように対応しているのでしょうか？ 

– 都市部の快適性を向上させるために、ブルーとグリーンのインフラをどのように利用できるますか？ 

 

 

1. 都市レディネスガイドライン：都市の脆弱性、気候変動の影響、COVID-19 シナリオの相互関連 

バングラデシュでは、議会制度が施行されており、330人の国会議員がいます。それぞれの議員が地

域のための計画を必要としていますが、生態系、経済、社会的な観点全てを含めて計画を立てることは困

難です。そのため、バングラデシュ統計局が持つ、全国の都市の質的・量的評価に必要な時系列データ

等の提供を受けて、国会議員を支援するための、意思決定をした場合としなかった場合のシナリオを提示

する指標が作られました。 

ブレインストーミングを通じて様々な機関からデータを収集し、地理情報システム（GIS）を使ってデータ

を都市計画で活用できる形に変換しました。バングラデシュ全体を理解するために、８つの生態系グルー

プ、８つの地理的変数、２つの地理的条件が考慮されました。このデータをもとに、洪水による影響と都市

開発適地を示す地図が作成され脆弱性の分析が行われました。また、インフラとサービスの適合性の分

析も行われました。これには、各地域の学校、病院、道路の数が考慮されました。11の異なる基準を考慮

し、定性的な評価を行いました。このデータをもとに、ダッカを中心としたバングラデシュの地図を作成し、

その他の地域をインフラやサービスの適性という観点で分類しました。  
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Covid-19の大流行により、これらのアプローチを検証し、適切に実施する必要性が浮き彫りになりまし

た。バングラデシュ保健省のデータを分析したところ、人口密度と Covid-19の症例に相関があることがわ

かりました。また、経済的なパラメータや照明システムなど、その他の要因も考慮入れ解析したところ、62

地区のうち、40地区は人口密度との相関がはっきり見られ、15地区はインフラとの関連が見られないな

どの結果が明らかになりました。 

 

 
 

気候変動もバングラデシュの大きな課題です。海面上昇により、2100年には人口の 30％が水没する

可能性があると言われています。さらに、異常気象により洪水が発生し、インドでは集水域の水没に繋が

っています。 
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2. 国土・地域計画による複合リスクへの対応力強化 

フィリピンは、西太平洋に浮かぶ 7,100の島々からなる群島です。年間平均 20個の台風が発生するな

ど熱帯低気圧が多く、環太平洋火山帯に位置するため、地震や火山噴火の影響を受けやすい国土です。

2020年はタール山の大規模な火山噴火に続き、2020年と 2021年には３つの台風と台風ユリシーズが連

続して発生し、フィリピンにとって未曾有の試練となりました。その上、Covid-19のパンデミックに襲われた

のです。 

被災集落の復旧・復興は、主に土地の問題や適切で手頃な土地の入手の問題から、最も費用と時間

がかかります。さらに、海岸沿いに住む脆弱な人々を新しい場所に移すか、現在の場所にもっと耐性のあ

る住宅を建設するかというジレンマも抱えています。ただ、複数の災害から得た教訓を取り入れることで、

災害に強い地域づくりが可能になってきています。これには、オープンスペースの整備、自転車専用レー

ンなどの代替交通手段の整備、都市の回復力強化などが含まれます。これを維持するために、国土計画

戦略が実施され、地域間の包括的成長、接続性の改善、経済機会や社会サービスへのアクセス向上に

寄与しています。  

 
科学的根拠に基づく情報と気候災害リスク評価を用いて都市計画を行う、都市気候レジリエンスプロジ

ェクトが実施されています。都市の熱ストレス対策、歩行者道の設計、温室効果ガス排出量の削減、自動

車以外の交通手段の推奨などの戦略が適用されています。さらに、主要な河川流域において、気候変動

の影響を緩和するための取り組みも行われています。プログラムやプロジェクトの支援には、プログラム

別予算方式が用いられ、気候変動プロジェクトに対する政府の融資へのアクセスは拡大されています。  

都市計画や防災への取り組みを改善するために、特別な参照用の国家情報公開システムとそのデー

タベースを開発する必要があると感じています。災害対応、復旧、気候変動の監視のためのリアルタイム

の特別な情報が提供される必要があると考えられるからです。その上で、地方自治体が気候データの収

集・公開とその評価をするための能力開発を持続的に行う必要があると感じています。 
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3. 国土計画における気候変動対策とその SDGs ローカライゼーション 

マレーシアでは、1976年に制定された都市計画法によって、地方政府が計画を行う権限を持つことに

なり、都市計画の管理がしやすくなっています。現在、都市化率は 77～78%で、2050年には 84%まで上昇

すると予測されています。この過程で、都市は単に雇用を提供する場になるだけではなく、住みやすい都

市を作る必要が出てきていると認識されており、成長を続けるかどうかの議論も起こっています。一方で、

クアラルンプールなどの都市では人口規模が縮小し、高齢化率も 8%（2040年には 11%に達する予測）とな

っており、こうした社会課題に対応することに困難が増しています。環境問題も発生しており、2020年には

104の洪水、71,000人の避難者、418の避難所が設置され、65億マレーシアリンギットの財産の損失が

発生しています。 

1970年代以降、マレーシアはサステナブル・アジェンダに賛同し、経済の青写真や開発計画にはサス

テナブルな目標が掲げられています。第 12次マレーシア計画は５年間の経済計画で、所得格差や地域

の不均衡を考慮し、GDPへの貢献と社会福祉に重点を置いています。政策の実施を成功させるために、

制度的枠組み、政策文書、ガバナンスシステムが整備されています。持続可能な開発目標が枠組みとし

て文書に盛り込まれ、国の低炭素都市計画が策定され、155の地方自治体のうち 55の地方自治体が炭

素排出量を報告しています。首相を議長とする気候変動行動会議は、緩和と適応の両方に重点を置くこと

を決定し、マレーシアは 2030年までに 2005年比で 45％の炭素排出量を削減することを約束しました。沿

岸地域の 500万人以上に影響を与える国土計画が策定され、10の異なる省庁から 20の機関が協力し

て開発管理計画を作成しました。 
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地域の計画が国の政策に合致した形で進めるためには、国土・地域計画は不可欠です。シンガポール

経済回廊では、低炭素社会のための計画が作成され、地域別にダイヤモンド１個（炭素排出量の最低レ

ベル）からダイヤモンド５個（最高レベル）までの等級付けがなされました。また、基準の違いや資金の不

均衡の問題を解決するために、この地域の事業を監督するための共同組織が設立されました。この組織

は、環境、インフラ、都市の快適性を調査し、持続可能な開発目標や気候変動と関連性を持たせていま

す。マレーシア政府は、SDGsの地域化を推進するため、「SDGs Cities Initiative」を立ち上げ、全 155の

地方自治体に SDGsロードマップの作成を促しています。COVID-19の流行時には、多くの都市政府が

SDGs 8（働きがいも経済成長も）に焦点を当てなければならなかったのですが、地方自治体を強化し、適

切な資金で権限を与える必要性が浮き彫りになりました。計画は動的なものであり、静的な開発モデルと

見なすべきではなく、SDGsのプロセスは、持続可能な都市、コミュニティ、気候変動対策に取り組むため

に利用することができると考えられます。 
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4. ウガンダの新国土・地域計画と気候変動に強靭な都市開発への貢献 

ウガンダは現在面積 24万 1,000平方キロメートル、人口約 4,200万人ですが、これが 2017年には

7,300万人、2100年には 1億人になると推定され、世界で 11番目に人口の多い国となっています。この

人口状況から、特別な計画が必要だと考えられるようになってきました。 

昨年 11月に閣議決定された「国家開発計画」は、人口と土地の２つに焦点をあてている計画です。提

案された戦略としては、持続可能な枠組みにより、農業のための土地を転換しながら、増加する人口を収

容することを意図しています。これは、国の草原や森林などへの破壊圧力を緩和することも同時に期待さ

れ、ウガンダの気候変動に関する議論の基礎となる計画になっています。 

 

 
 

この計画の目的は、地域のバランスと公平性の最大化、農業の成長、全国的なコネクティビティとインフ

ラの強化、国民経済の成長などが設定されています。これらの目的を達成するための戦略として、多核都

市の建設、生物多様性地域の整備、公共交通の優先順位付け、上下水道などのインフラを家庭用と農業

用で優先的に整備することなどが挙げられています。 

また、この計画では、主要な交通回廊に沿ったスマートでコンパクトな居住区を重視しています。これ

は、移動交通を減らし、気候変動への耐性を確保することを意図しています。また、この計画では、都市

内の機能の中心を都心として、都心までの階層構造を確立することを求めています。 
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この計画の実施においては、全てのプロジェクトが公共投資計画に認められる前に、この計画に位置

づけられることが必要条件とされています。また、データを収集し、ワンストップセンターとして機能する特

別なデータチームも設置されています。さらに、計画で特定されたフラッグシッププロジェクトは、優先順位

付けが行われています。 

この計画は、主要都市への圧力を減らし、公共交通を優先させ、コンパクトな居住地を作ることで、ウガ

ンダの気候変動への耐性と都市開発に貢献することが期待されます。また、水処理施設や送電線の設

置、土地利用の規制やコンプライアンスにもつながると期待されています。 

 

 

Q&A 

気候変動に対する脆弱性を軽減し、回復力を構築するために、どのような地域レベルの計画手段やツ

ールを使用するのか？ 

 

Khurshid Zabin Hossain Taufique博士（バングラデシュ政府） 

地方レベルでは地理情報システム（GIS）を充実させ、すべてのシステムを分かりやすく伝えようとして

います。単に GISや ICTのツールを使うのではなく、先住民の知恵と計画の視点の両方を駆使して、

長期的に持続可能なものにするために、問題を特定し、どう解決していくかを考えています。 

 

Kinzang Deki氏（マレーシア政府） 

マレーシアでも同様のアプローチをとっており、国家沿岸脆弱性指標（NCVI）を使って地域の計画に

落とし込んでいます。私たちが直面している最大の課題は、NCVIを使用する際のトレーニングと能力

開発です。そのため、計画に必要なパラメータの使用方法を理解できるよう、地方政府の職員を指導し

ています。また、公益団体のマーシー・マレーシアと協力して、学校施設など非常にローカルなアクショ
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ンを特定し、それを好転させる方法について、地方自治体向けにトレーニングを行っています。私たち

は、最も小さなレベルの当局である地区レベルの当局と協力し、彼らの能力開発を支援しています。 

 

ウガンダの発表で言及された移住に関する問題で、都市部に人が移住したら農業はどうなるのか？ 

 

Neivaldo Nhatugueja氏（ウガンダ政府） 

ウガンダは現在の都市化率 30％をマレーシア並みの 40～60％に引き上げることを目指している段

階です。都市部に移住した人々は、自由に移動することは保証され、より広い区画の農業用地にアクセ

スできるようにすることを目指しています。 

 

気候変動対策について、国家間でどのような協議や交渉が行われてきたか？ 

 

Kinzang Deki氏（マレーシア政府） 

マレーシアでは、国家間の協議や交渉は、国境間の紛争を減らすために、地方議会間の会議、国家

物理計画評議会による審査、公的プロセスなどの関与する形で行われています。また、国境間の紛争

をさらに減少させるために、国際安全保障国家国境調査が実施されています。 

 

Khurshid Zabin Hossain Taufique博士（バングラデシュ政府） 

気候変動対策に関する国家間の協議や交渉については、バングラデシュはインドと 54の共通の河

川について良好な水共有協定を結んでいることに言及しておきたいです。気候変動により、インドはバ

ングラデシュの必要に応じて、すべての水門を開けなければならなくなることがあります。また、バング

ラデシュは、気候変動の影響に対処するための強力な対処策を開発してきています。 

 

Neivaldo Nhatugueja氏（ウガンダ政府） 

ウガンダは、東アフリカ共同体の他、開発に関する政府機関連盟、ナイル流域連盟、ビクトリア流域

水力連盟それぞれメンバーであり、これらはすべて、土地、砂漠化、資源などの問題について国家間の

協議や交渉のための協力メカニズムです。 
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NUA実施進捗報告書  

 

第 5回 SPP会議の初日には、ネパール全国都市フォーラムの呼びかけ人であり、工学院大学応用研

究開発センター長の Sangeeta Singh教授が、ネパールにおける NUAの実施状況について紹介されまし

た。 

 

 

ネパールは、1976年にカナダのバンクーバーで開催された第１回国連人間居住会議以来、ハビタットと

関わりを持ち、その後、1999年の地方自治法、20年行動計画、国家政策 2007などの政策・計画を策定

してきました。NUAの目的は、都市と人間居住区を包括的に、安全で、弾力的に、持続可能でかつスマー

トなものにし、増加する人口に適正な就労、住宅、インフラサービスを提供し、持続可能で包括的な都市

の繁栄を実現することであります。ネパールは、2015年の憲法制定後の再編、2015年の地震、最近の

COVID-19の発生などの課題に直面し、将来の災害に対応するために、ガバナンスの分散化とインフラの

見直しが必要であることが浮き彫りになってきています。 

 

 

 

専門家チームが編成され、現状を分析し、各国の報告書や行動計画に関する情報を収集し、主要な推

進要因と実現要因を特定し、３つの論点（変革、持続可能なイベントのための公約、効果的な実施とフォロ

ーアッププロセス）を設定しました。その後、全国ワークショップを開催し、調査結果をレビューし、政策フレ

ームワークとプロジェクトの間のギャップを特定し、新たな統合された解決策を見つけるために対話を進

め、それらが移転可能、拡張可能、共有可能、協力可能であるかを評価します。その後、調査結果、問題

点、課題について合意し、最終報告書を作成する予定です。 
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ネパールは NUAの実施に取り組んでおり、様々な政府関連機関や省庁にまたがる形で活動を行って

います。持続可能な社会的包摂の普及と貧困拡大の抑制に取り組むため、ネパールは、2022年と 23年

度の割り当てられた予算で、貧困層に法的な IDカードを提供し、国の IDカード制度に統合した上で、雇

用の創出と貧困拡大の抑制を目指すとしています。また、平等と社会参画を促進するために、あらゆるレ

ベルやセクターで男女平等を確保し、ジェンダーに対応した予算編成のシステムを制度化することを目指

しています。 

適切な住宅へのアクセスという点では、ネパールは 2012年のネパールセンター政策と 2018年の住宅

権利法を中心に据えており、今後３年以内に土地なしコミュニティへの住宅供給を提供することとしていま

す。住宅権利法はまた、民間および協同組合投資による賃貸住宅の建設と運営、さらに政府、州または

地方レベルが家や土地所有権のない人々や家族に住宅や利権融資施設を提供する法的根拠を提供して

います。第 15次計画では、2023年までに約 200万戸の住宅を建設し、2022年と 23年までに貧困層や

脆弱なコミュニティのために 40万戸の住宅を建設するという公約も掲げられています。 

土地の賃貸権と所有権の確保については、「国家土地政策 2009」が採択され、土地なし住民、不法占

拠者、未組織入植者の管理のために 2020年の予算が割り当てられています。経済的に貧しい人々のた

めの住宅生産のための企業や協同組合のメカニズムを奨励する「国家都市開発戦略 2017」にも盛り込ま

れています。 

 

 

 

ネパールは、2017年の地方政府運営法などの支援枠組みを整備することで、NUAを実施するための

措置を講じています。この法律では、地方自治体が独自の法律を制定し、インフラ整備のために資源を動

員する権限を与えています。また、自然資源管理のための計画やプログラムを作成する権限を地方政府

に与える、災害リスク軽減管理法も含まれています。さらに、ネパールは、市民社会とマージナルグルー

プからの意見を取り入れた、14段階の参加型計画策定プロセスを開発しました。  
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2017年の「国家都市開発戦略」は生活の質の向上と制度の均衡を目指す一方、「国家都市政策枠組

み」はまだ草案の段階にあります。第 15次計画では、2030年までに社会正義のある公平な社会を作り、

貧困をなくし、先進国の水準に到達することを目指しています。 

NUAの実施を継続するために、ネパールは地方分権と政府機構に関する重要な問題に取り組み、より

特別で地域レベルの計画プロセスを開発し、国家都市開発戦略を制定して実施しなければなりません。さ

らに、適切な実施を確保するために、財源と枠組みを地方レベル に提供しなければならないと考えてい

ます。 
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ブレーンストーミングスタジオとポスターセッション 

 

第 5回 SPP会議の２日目には、ネパール地域・都市計画家協会会長 Mahendra Subba博士の基調報

告にはじまり、ブレーンストーミングセッションが行われました。このブレーンストーミングスタジオとネパー

ルに関するポスター発表とあわせて、参加者の皆様により、ネパールが新しい連邦構造の中で国土や都

市の開発戦略を展開する際の課題や展望について、実地的に学び議論しました。 
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パネル１：都市・地域計画への新しいアプローチ 

 

会議 2日目は、3つのケーススタディパネルが行われました。パネル 1では、南京大学の王紅揚教授

により「開発のための全体的整合性と相乗効果ある国土・地域計画 中国での経験」、国連ハビタットの

Pinar Caglin氏による「レジリエントで持続可能な開発のための統合された国土・地域計画」の２つの発表

が行われました。 

 

1. 開発のための全体的整合性と相乗効果ある国土・地域計画 中国での経験 

現在の世界情勢は、競争の激化、知識集約型・資本集約型産業、保護主義、紛争の可能性など、開発

にとって困難な状況を呈しています。グローバルサウス（途上国）では 40年前から開発を促進するために

国土・地域計画が利用されてきましたが、その成功の度合いには差があります。マクロな開発問題に対処

するためには、国土・地域計画はその目的と成功するための必要条件を理解した上で、全体的なもので

なければなりません。国土・地域計画を利用して開発の再構築に成功した国々は、国土・地域計画が果た

すことのできる重要な役割を実証しています。国土・地域計画を効果的に利用するためには、良い開発と

悪い開発の根底にある根拠を理解することが不可欠だと考えられます。 

発展のための重要な要素は何かというと、それは何か１つの要素によって決まるのではなく、関連する

すべての要素を協調的、統合的に組み合わせた総合的なものである、というのが答えだと考えられます。

この総合的なアプローチには、ハイテク資本、資源、インフラ、技術だけでなく、一般の人々や行政システ

ムなど、あらゆる側面の発展が含まれます。このようなことから、国土・地域計画の現状は、しばしば開発

を促進することができません。また、努力が平等に報われるわけでもなく、総合的な計算が困難な場合が

多いです。このような現状を鑑みると、断片的な部分観から全体観へのパラダイムシフトが必要であること

がわかるのではないでしょうか。 
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戦略的な計画を理解し、優先順位をつけ、全体的な構造でリンクさせる必要があるのです。これは、あ

らゆる困難を理解し、直線的なアプローチから全体的なアプローチへのパラダイムシフトを行うことを意味

します。つまり、どの部分よりも全体を評価し、同期的な論理を考え、グローバル、ナショナル、オリジナル

な文脈を考慮し、最適な全体的効果を達成するための戦略的な部分を特定し、全てを同時に行うことで

す。これにはデータだけでは足りず、人間の意識が必要だと考えられます。計画が断片化されるのは自然

な傾向であり、完全性は限られた、時には唯一の機会であるため、最適なシナリオを見つけるまで、全体

的なシナリオを構築しようとすることが重要です。 

中国では、散逸的な全体性が存在しますが、発展するために必要だと考えられます。この全体性は、全

体的な整合性と相乗効果に基づくものです。私たちは、全体論的なシナリオを作成し、現在のパンデミック

のような状況の変化に適応していくことができなければなりません。このような全体的な理解によって、自

由と社会の安全を守る必要性とのバランスが必要であることを認識することができるのです。中国では、

発展の鍵は平和と安定であり、戦略的な介入が必要です。私たちは、絶対的な技術革新と十分な生産性

を必要とする発展段階に来ています。また、開発の２次的な分配や、必要な地域への効果的な供給にも

力を入れなければなりません。さらに、オープンマインド、公益性、全体的な国土・地域計画という観点か

らも考えなければなりません。そのためには、パラダイムシフトが必要であり、最適解を見出すために、全

体的なシナリオを創造することが必要です。 

 

 

 

2. レジリエントで持続可能な開発のための統合国土・地域計画 

国連ハビタット本部の Urban Lab は、国土・地域計画の方法論、アプローチ、ツールを開発し、それを

様々な国で実施した後、再びフィードバックして改善する活動を行っています。計画を持つことは重要です
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が、質が重要であることを忘れてはなりません。良い計画と悪い計画があり、悪い計画が実行されれば、

結果も悪くなります。開発目標に到達することは、持続可能な開発目標を達成することほど重要ではない

ことを忘れてはなりません。多くの場合、政府は計画を持っていますが、それをどのように実行するかにつ

いての知識が不足しています。これは非常に複雑な課題であり、国連ハビタットが技術的な専門知識と方

法論で支援できるところです。また、計画を実行するための財源が不足していることもよくあります。これを

解決するために、計画の決定を実行可能な行動に結びつける資本投資計画の方法論が開発されました。

データを理解し、国レベルの政策を計画に反映させることが不可欠です。また、近隣の地域レベルでの実

施を考え、トップダウンとボトムアップのアプローチを検討することも重要です。 

最近、アフリカのギニアの首都コナクリでこの手法が採用されまし。農村部から都市部への人口流入が

大きな問題となっており、他の都市ではサービスや投資が行き届かないため、人々はコナクリに住もうとし

ます。このシステムのバランスをとるため、教育、住宅、公共スペースなどあらゆる種類の都市施設に目

を向け、各集落に何が足りないかを明らかにする「機能マトリックス」を使用しました。そして、ビジョンと優

先事項のリストを作成しました。将来のシナリオを検証し、優先順位をつけたプロジェクトをリストアップしま

した。そして、優先順位付けされたプロジェクトと空間的な提言とリンクさせ、各プロジェクトの資金調達方

策を特定するために、政府向けの投資オプションが検討されました。 

 

 

タジキスタンのゴルノ・バダフシャン自治州（GBAO）は、その政治的、環境的、社会的背景から、独自の

課題に直面しています。政治的には、GBAOは取り残され、投資の不足と中央政府との対立を招いてい

ます。環境面では、気候変動による自然災害が発生しやすい山岳地帯であることで脆弱性を孕んでいま

す。社会的には、そこに住む少数民族が教育や社会サービスを受けられず、食糧不安や移住を引き起こ

しています。これらの問題に対処するためには、地域レベルで解決策を講じる必要があります。これには、

インフラの建設、成長管理及び環境保全技術の導入、雇用機会を提供するための複合利用ルールと公

共スペースの整備などが含まれます。政府は、計画を成功させるために、プロジェクトの優先順位付けと

予算化を行う必要があり、人間中心のアプローチをとることで、これらのステップを踏み、住民のためによ

り良い生活の質を作り始めることができるのです。 
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計画の方法論としては、エビデンスに基づくアプローチで都市のニーズを把握し、そのニーズに対応す

るための対応策やシナリオを策定し、必要なプロジェクトの優先順位を決定していことですく。また、都市と

国土計画に係る国際ガイドライン（IG-UTP）に沿ってプロジェクトを設計し、グローバルなフレームワークを

より実践的で実行可能なツールにブレークダウンすることが必要です。Urban Labは、政府や専門家が都

市をよりコンパクトに、連結的に、包括的に、活気に満ちた、レジリエントなものにするために、これらのツ

ールを開発しています。 
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パネル２：気候変動に強靭な国土・地域計画 

 

パネル 2では、CEPT大学の Saswata Bandyopadhyay 教授により「気候リスクを考慮した都市・地域計

画の運用 インドの都市における経験・教訓」、インドネシア都市・地域プランナー協会の Hendricus Andy 

Simarmata氏による「気候変動に対応した国土・地域計画に向けて」の２つの発表が行われました。 

 

1. 気候リスクを考慮した都市・地域計画の運用 インドの都市における経験・教訓 

都市が安全・安心に経済発展を遂げるためには、都市のスプロール化に配慮する必要があります。都

市の成長を測定するための手頃な技術も登場していますが、それらによりインドの多くの都市は中心部が

高密度で、外側にスプロールしていることが分かってきました。例えば、首都デリーは毎年 50平方キロメ

ートルずつ拡大していると推定されています。特に夏場は猛暑や水不足など、気候変動による影響が繰り

返し発生するため、気候変動による脆弱性に対応した都市計画が必要だと考えられます。また、雨が降る

と、排水容量不足で洪水になることもしばしばです。この問題に対処するためには、都市計画を支援する

ための法的条件と制度的枠組みを確立する必要があります。検討には、土地の上部や地下、農業、都

市、運輸、道路、野生生物、海洋など各行政機関を含む様々な関連主体が関わる必要があります。 

 

 

 

アーメダバードは、インド西部のグジャラート州に位置する都市で、インドで 107番目に大きい都市であ

り、また人口 500万人を超える非常に強力な経済拠点でもあります。この都市では、ボンベイ県で導入さ

れ、同県で制定された計画ツールを使って自ら計画を進めています。このツールでは、３つの階層を作っ

て進めますが、第１階層は、異なる縮尺で描かれた大きな計画で、１：２万５千から１：５万まであるスケー

ルで作成されます。この計画では、都市の将来の成長、交通、水資源へのアクセスなどを考慮し、街路の

グリッドを作成します。第２段階は、この計画を 200～250エーカーの小さな単位に分割します。そして、こ
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の土地を開発し、農地の 40％を取り上げ、15％は道路に、10％は社会施設やインフラ、公園に、5％は手

頃な価格の住宅に、そして 5％は地元当局のために使われるようになっています。現在アーメダバードに

はランドバンキングがあり、中央政府からの資金に頼る必要はなくなっています。都市計画のスキーム

は、気候のリスクや災害対応を考慮し、水系と緑のスペースを 30％に増やすよう変更されています。 

 

 

 

都市のデザインは、市民が計画に自信を持てるようにするために使われるべきだと考えます。企画部

門は、地域住民とのコミュニケーションや、ガイドラインをより分かりやすくするなどの工夫が必要です。  

 

 

2. 気候変動に対応した国土・地域計画に向けて 

インドネシアは急速に都市化が進んでおり、現在 20以上の都市圏がメガ都市圏となっています。国家

政府は、都市の拡大と農村部からの人々の流入を管理するという課題に直面しており、しばしば違法な居

住地が発生しています。この問題に対処するため、アジア開発銀行は、「首都圏特別計画フレームワーク

と都市意思決定アセスメント」のガイダンスの作成を政府に支援しました。このガイダンスでは、インドネシ

アにおける気候変動のサイクルと計画サイクルをリンクさせ、少なくとも 30年分の過去データと今後 50

年または 100年の予測データを用意する予定です。また、スマトラ島南部のパレンバンを事例として、大

都市圏におけるデータ共有の仕組みも盛り込まれる予定です。 

重要なのは、適応と緩和に焦点を当てるだけでなく、気候変動を開発に結びつけることです。これに

は、土地ベースまたは農業、林業、土地利用、交通やエネルギーなどの都市部門が含まれます。ブルー

カーボン（藻場など海洋生態系）、マングローブ、沼地などのインベントリーが作成され、気候変動リスクが

計算されています。さらに、食料安全保障、中所得の罠からの脱出、デジタルトランスフォーメーションも重

要です。炭素を吸収するマングローブのようなインベントリーや貯蔵のための緩和戦略を推進し、適応と
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災害削減、適応と気候変動緩和を統合し、複数の利益を得られるようなプログラムを設計する必要があり

ます。 

 

 

 

インドネシアでは、気候変動に対応するための包括的な戦略が策定されています。これには、規制の支

援や、気候変動の主流化を調査するための自己評価ツールの開発が含まれています。技術支援は５つ

の主要都市で行われ、世界資源研究所（WRI）が地方政府に対して、どのような気候変動や自然に基づく

適応策を策定しているかを把握し、能力開発を行っています。また、この戦略には、開発計画に気候変動

を組み込むことや、潜在的な損失を貨幣化することも含まれています。さらに、経済、水、農業、公衆衛生

の４つの分野別に気候変動の危険性を推定し、それを貨幣化する５カ年計画が提案されています。  
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この戦略には、開発計画と創造的な資金調達を結びつけることも含まれています。民間セクターの関与

も奨励され、建築許可に気候変動への適応を含む追加的な要件が設定されています。都市計画基準も

見直され、都市デザイン基準、都市施設基準、多目的施設基準などが策定されました。この戦略の最後

の要素は、計画から土地利用のコントロールに移行することです。これには、コントロールを強化するため

の５つのステップが含まれ、自己評価ツールも開発されています。コントロールする際には、法の執行に

頼らず、丁寧な方法で解決策を提供することが重要だと考えられます。 

インドネシア市民満足度指数（ICS）は、都市で利用できるサービスやアメニティに対する市民の満足度

を測定するために開発されたツールです。ICSはランキングを目的としたものではなく、むしろ自己評価の

ためのツールです。この指標は、インドネシアで新しい大統領、知事、市長が同時に選出される 2024年

の選挙に向けて、特に重要な意味を持ちます。ICSは、今後５年間の各都市の中期開発計画に反映させ

るための基準値として活用できるからです。この取り組みは、インドネシアにおけるサービスやアメニティ

の向上を提唱し、プロジェクトの目標に対する検証を提供するためのものです。 

 

 

Q&A 

インドのような大国が、国土・地域計画にかかる規制を都市間で統一的に実施するにはどうしたらよい

のか、また、州政府のどのような組織が通常の計画システムを変更する権限を持つのか？ 

 

Saswata Bandyopadhyay教授（CEPT大学）  

インドでは当初、イギリス政府から受け継いだ計画原則を「マスタープラン」と呼んでいましたが、都市

人口の４～５割がインフォーマルに生活していることから、徐々に「開発計画」に置き換わっていいきまし

た。1995年に試みられ、2014年に改訂された国のガイドラインがありますが、都市と土地は州の所管

であるため、ガイドラインは諮問的な性格を持つものです。各州は、その州の都市開発・都市計画法と、

計画と建築規制を統合した規制に準拠することが義務付けられています。中央政府は、AMRUT、ロー

カルエリアプラン、タウンプランなどのインセンティブスキームを導入し、都市に計画作成のための資金

援助を行い、国家的支援の対象となる国家都市計画指標を導入しています。 

資金を動員すること、都市計画プランナーの役割と機能を決めること、能力を高めること、この３つが

重要と考えられます。また、計画の価値を説明するためには、地域社会へのコミュニケーションが不可

欠です。一部の州では、農民が自分の土地の価値を高めるために積極的にプランナーを求めているこ

とも明らかになっています。これらの戦略は、グジャラート州などでは成功しましたが、ウッタルプラデシ

ュ州やウッタラカンド州などでは、より困難であることが実情です。 

 

インドネシアで新しい首都を作ろうとしている今、ジャカルタはどうなるのか？ 

 

Hendricus Andy Simarmata氏（インドネシア・都市・地域プランナー協会）  

ジャカルタはビジネスと金融の両方の中心地となり、新しい専門法で法的枠組みを整えることになり

ます。地下水の取水に関する強力な規制、電気バス、LRT、電気ロードプライシングなどの低炭素開発
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の取り組み、さらに緑のオープンスペースや緑の建物も整備されます。また、想定しうる地盤沈下から

街を守るため、50年間の防衛戦略も打ち出されました。 
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パネル 3 -国土・地域計画の統合のためのガバナンス改革 

 

パネル 3では、スリランカ・モラトゥワ大学の Jagath Munasinghe教授により「国家レベルの物理的計画

政策の作成と解除」、国連ハビタットベトナムの Pham Thai Son博士による「統合計画に向けて ベトナム

の国土・地域計画における最近の制度改革について」の２つの発表が行われました。 

 

1. 国家レベルの国土・地域計画政策の策定と解除 

スリランカは、イギリスから独立した１年後の 1946年に国家物理計画法が導入されました。この法律

は、国家レベルの計画作成を定めており、2000年に更新されました。この計画は策定にあたって、コンサ

ルテーション、パブリックコメント、データ収集、多数の省庁やその他のステークホルダーとの協議などの

プロセスを経て、約３年の歳月をかけて完成されたものです。計画には、重要な自然環境の保全、人間に

とっての住みやすさの促進、資源の最適化、潜在的な資源の探索の４つの主要な方針が含まれていま

す。 

国勢調査局の統計では、スリランカの都市化率は 20%未満であると示されていますが、この統計は誤

解を招くと考えられます。開発政策の多くは農業の発展に基づいていますが、都市化率の把握に関してそ

れは最も良いアプローチだとは言えないかもしれません。我々はスリランカの都市化について理解を深め

るため、15種類の指標を調査しました。その結果、90%以上都市化しているのは人口の 5%、75%以上都市

化しているのは 13%、50%以上都市化しているのは 42%であることが明らかになりました。2012年の国勢調

査以降、この割合は増えていると思われます。 
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上述のように人口分布のパターンを分析した結果、人口が特定の地域に移動していること、地方で隠

れた都市化が起きていることなどが明らかになりました。これは、適切な対処をしなければ、さまざまな問

題につながる可能性があるということです。この分析のために収集したデータをもとに、グラフや地図を作

成し、スリランカの都市化について理解を深めました。この分析の一環として、スリランカの教育レベルに

ついても調査し、首相府の統計から教育レベルの上昇と下降を示しました。スリランカの失業率は４%と低

いですが、教育レベルの高い地域ほど失業率が高いことがわかった。また、スリランカのインフラについて

も評価を行い、国土の 12％が開発すべきでない脆弱な地域だと位置づけました。 

調査を進めると、ミレニアム・チャレンジ・コーポレーションは、国家物理計画の空間構造を政治的に利

用することが可能であることも分かりました。このように、計画は使い方次第で、良い目的にも悪い目的に

も使えることがわかりました。計画は正しく理解されなければなりません。誤った解釈は否定的な結果につ

ながりかねないからです。 

 

 

 

2. 統合計画に向けて：ベトナムの国土・地域計画における最近の制度改革について 

3つの国に挟まれ、人口は 9,000万人以上のベトナムの国土・地域計画は、省（Province）レベル、区

（District）レベル、コミューンレベルの３つのレベルに分かれています。省レベルには 63の市町村、区レ

ベルには 700以上の市町村、コミューンレベルには 8,500の町や村があります。ベトナムの国土・地域計

画プラットフォームを改善するために、計画投資省（MPI）は社会経済開発計画（SCDP）を、建設省は国

土・地域計画を策定しました。 

2019年以前は、部門計画の策定数は 100にも及びませんでしたので、何かを開発するためには、地

方での調整計画を作らなければならず、時間がかかる上に、腐敗や悪用につながる可能性のある非常に

複雑なプロセスでした。これに対処するため、中央政府は、すべての計画を規制し、MPIが計画を実行し

やすくするために新しい法律を策定しました。 

ホーチミン市のような特定の地域では、中央政府が承認した４つの重点計画または地域計画を持って

います。中央都市軸計画は、統合計画法施行後に変貌を遂げつつある計画の一例であります。現在、統
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合計画は計画法によって位置づけられ、国家計画、省計画、市計画という３段階の計画構造になっていま

す。計画法では既存の計画を一つの統合計画に置き換えることを意図していますが、すべての計画を置

き換えることができないのが実情です。 

 

 

 

計画ハンドブックと計画データガイドラインが、国連ハビタットの支援の下、計画投資省が作成し、地方

当局への技術的なトレーニングを行っています。また、計画策定が体系的かつ参加型に行われるよう、政

策対話、研修、計画見直しの支援などが行われています。このプロセスの支援にあたっては、計画投資省

は国連ハビタットと ISCB（制度強化・能力開発）プロジェクトを実施しています。 

来年の統合計画完成に向け、ベトナムの中央政府と地方政府との協力も国連ハビタットの支援を受け

ながら進めています。この計画によって、ベトナムはよりアクセスしやすく、より包括的な国になっていくこと

が期待されます。  
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コミットメント文書 

 

第５回 SPP会合は、ネパール政府都市開発省（MOUD）と参加各機関により、SPP と国際的な経験か

ら得た学びを、エビデンスに基づく政策立案、国土・地域計画を通じた統合的アプローチによる目的に合

った計画ツールの活用、各部門、行政、ステークホルダー間の協力・協調を促進し、持続可能な都市化を

推進するために、持続可能な解決策を実現することを下記に約束して終了しました。 

 

統合的で気候変動に強靭な都市開発のための国土・地域計画 

ネパール政府都市開発省 日本政府国土交通省 国連ハビタット アジア太平洋事務所 

2023年 2月 1日～3日 カトマンズ 

  

1. 第 5回 SPP会合では、上級の行政官と計画の専門家によるナレッジ交流を行うことの重要性が

強調された。このナレッジ交流は、開発途上のアジア太平洋地域の他どの地域においても、また、

国家レベルからあらゆるレベルにおける国土・地域計画能力の改善の進捗に関して行われるべき

である。国土・地域計画は、温室効果ガス削減にかかる国が決定する貢献（NDC）、SDGs、新都

市アジェンダ（NUA）、気候変動やパンデミック復興の文脈において、あらゆるレベルで計画し行動

するための極めて重要なツールである。 

 

2. 今回の会議では、経験や道のりは多様であるものの、国土計画システムの確立に向けた着実な

進展が見られた。公平な経済開発、土地資源管理、適切な地方政府統治は依然として基本的な

推進力であるが、多数の災害や気候変動の課題に直面するにあたっては、レジリエンス、環境マ

ネジメント、適応もまた同様に重要である。都市と国土計画に係る国際ガイドライン（IG-UTP）の原

則は依然として重要な指針であるものの、各国国内での承認やローカライゼーションは未だ不十

分である。 

 

3. あらゆるレベルの国土・地域計画は、安価でアクセスしやすくなっているデータ資源や計画ツール

を最大限に活用し、エビデンスに基づくものにする必要がある。国や地方の計画やその根拠は、

リアルタイムで統合され、包括的で、簡単にアクセスできるようになり、あらゆるレベルで手頃な制

度コストで利用できるようにすべきである。SPP会合では、既存の行政境界を超えたサブナショナ

ルでの優先すべき都市開発地域を指定できるなど、国土・地域計画情報システムが、エビデンス

に基づく国の都市政策決定を支えている明確な根拠が改めて示された。 

 

4. 国土・地域計画制度はすべての参加国で導入されているが、持続可能な都市化を推進するため

には、必ずしもまだ目的に合っているとは言えない。計画システムが目的に適合するか否かを測

るリトマス試験紙は、リアルタイムで、具体的で、前向きに地方政府に成果を提供することである。
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今回の会議では、インクルーシブでレジリエントな地域の開発に関して、国の計画制度や調整の

舵取りが重要であることに関する最良の経験が示された。 

 

5. 各国の様々な政府機関は、国内の状況に合わせてナショナル SPPを主催し、レジリエントな地域

開発に資する持続可能な都市開発を支援する計画システムとその成果を促進することができる。

ナショナル SPPは、プランナーや地方自治体、関連する教育機関と連携することで、組織階層間

と組織横断の調整と、必要な能力開発を支援することができる。また、目的に合った計画システム

開発のための、国家の戦略的アクションプランの開発を主導することができる。さらに、あらゆるレ

ベルで必要とされる能力開発と認定活動を支援し、ツールやガイドラインを開発・普及させ、進捗

を管理することができる。 

 

6. 本会合において、地域レベルの国土・地域計画が独自の利益をもたらす直近の経験が紹介され

た。これらは、従来の土地利用計画を超える利点を持つ。地域レベルの国土・地域計画は、都市

の成長管理、持続可能でレジリエントな都市の拡大への転換、効果的でクリーンな交通手段の導

入や都市部の更新、その他の都市機能のタイムリーな計画などに不可欠なツールである。地域レ

ベルの国土・地域計画は、部門、行政、利害関係者間の統合的なガバナンスと調整のための不

可欠かつ手頃なツールであり、また同様に重要なのは、水系や緑地の開発、都市と地方、公共と

民間、開発と取り残された人々の問題に関して、持続可能な解決策を提供し紛争の解決を支援す

ることである。 

 

7. 本会合は、政府間会合やその他の会議体において、よりグローバルで地域的な行動と協力を求

める。本会合は、第 2回国連ハビタット総会（2023年６月）、第８回アジア太平洋都市フォーラム

（2023年 10月）、第 12回世界都市フォーラム（2024年１月）を含む持続可能な都市開発に関す

るハイレベル会議において、目的に合った国土・地域計画システムを促進するよう大臣及び政府

高官に要求する。SPPは、持続可能な都市開発と気候変動対策を支援するため、地域および世

界レベルで開発途上国、地域、都市への専門的な知識交換と能力開発を引き続き支援する。日

本政府国土交通省と国連ハビタットは、カトマンズでの第 5回セッションのホスピタリティと印象的

で包括的な共同開催を実現したネパール政府都市開発省に感謝する。 
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おわりに 

 

国土・地域計画プラットフォーム（SPP）の第５回会合は、参加いただいた専門家、学識者、計画の専門

家などによる現状分析、提案や議論により、成功裏に開催されました。第５回会合では、相互の学習とノ

ウハウの交流が非常に顕著な形で進められました。会合では、国土・地域計画の重要性の高まり、エビデ

ンスづくりのための先行方策、政策の策定と実施に関する課題と解決策、気候変動対応のためのこれま

で以上に強力な推進方策などについて議論が進められました。 

参加メンバー国の持続可能な都市開発のための政策立案に対して、今般のような経験や見解の共有

が進むことは大いに役立つことと考えられます。ネパール政府都市開発省も、都市開発法および関連ガイ

ドラインの策定を進めており、より迅速な計画の策定と、環境、社会、気候に関する懸念を軽減することを

目的にすることとしています。 

また、参加メンバー各国において、各国の国家国土計画プラットフォームの検討や開催、そして今後の

SPP会合を含む地域および国際会議をホストすることについて検討し、開催するよう促されました。 

2023年 5月にはバングラデシュのダッカで、バングラデシュプランナー協会主催の第 3回都市・地域計

画国際会議が開催される予定です。そして、６回目の SPP会合では、都市と国土計画に係る国際ガイド

ライン（IG-UTP）の実施、SDGsの達成と国や都市における NUAの実現を加速させるためのユニークな

取り組み事例を引き続き共有する予定です。 

 

 

国際連合人間居住計画（ハビタット）福岡本部 

 

 

 


